
 

 

平成２１年度の事業活動状況（概要） 

 

Ⅰ．政治・経済・医療制度改革等の概況 
１ ． 政 治 ・ 経 済 の 動 向  

 平成 21 年度における大きな政治変化は、16 年ぶりの政権交代である。第 45

回衆院選は 8 月 30 日に実施され、民主党が過半数を大幅に上回る 308 議席を

獲得し、政権交代を果たした。非自民の政権は 93 年に誕生した細川政権以来

16 年ぶりとなった。また、野党第一党の政党が衆院選で過半数をとり、政権交

代を果たしたのは戦後初めてのこととなった。 

 民主党の鳩山由紀夫代表は、9 月 16 日の第 172 回特別国会において衆参両院

の本会議で首相指名を受け、第 93 代、60 人目の首相に就任した。その後、民

主、社民、国民新の 3 党の連立による鳩山政権が発足した。 

 第 173 回臨時国会が召集された 10 月 26 日に鳩山首相は、就任後初めて所信

表明演説を行った。その中で鳩山首相は「変革」を 9 回繰り返して強調し、戦

後行政の大掃除をまず行うとした。また、いのちを守り、国民生活を第一とし

た政治を目指す友愛政治を目標として掲げた。政府は、麻生政権における 2010

年度概算要求については白紙に戻すこととし、10 月 16 日に各省庁が概算要求

を再提出した。その結果、21 年度当初予算に比べ、6 兆 4,901 億円増の 95 兆

381 億円となり、概算要求額としては過去最大の額となった。政府は行政刷新

会議（議長・鳩山首相）を立ち上げ、11 月 11 日から公開の場で、事業の無駄

を洗い出す「事業仕分け」を行った。しかし、これによる大きな財政捻出は進

まず、予算編成を迎えることとなった。 

 平成 22 年度予算案は、民主党が公約した子ども手当や戸別所得補償、高校

授業料の実質無料化などを盛り込んだことで歳出は 92 兆 2,992 億円（4.2％増）

に膨らみ、2 年連続で過去最大のものとなった。歳出のうち一般歳出は 53 兆

4,542 億円、国債費は 20 兆 6,491 億円、地方交付税交付金等は 17 兆 4,777 億

円となった。一方、歳入は税収が 37 兆 3,960 億円と前年比 18.9％減となり、

新規国債発行額は 44 兆 3,030 億円に上った。当初予算段階で新規発行額が税

収を上回るのは戦後初めてであった。22 年度末には国債発行残高で 637 兆円に、

また、国地方を含めた長期債務残高では 862 兆円に膨らむ見通しとなった。 

 第 174 回通常国会は 1 月 28 日に召集され（6 月 16 日まで）、鳩山首相は 1

月 29 日の施政方針演説で、22 年度予算案を「いのちを守る予算と三つの変革

（コンクリートから人へ、政治指導の徹底、予算プロセスの透明化）」と名付

け、公共事業予算を 18.3％削減すると同時に、社会保障費は 9.8％増、文教科

学費は 5.2％増の大きくメリハリをつけた予算と強調した。この予算案は 3 月

24 日参議院で可決され成立した。 

 わが国の経済の動向は「平成 22 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的

態度」（22 年 1 月 22 日閣議決定）によれば、22 年度予算に盛り込まれた家計



 

 

を支援する施策等により、民間需要が底堅く推移することに加え、世界経済の

緩やかな回復が続くと期待されることから、22 年度の景気は緩やかに回復して

いくと見込まれるとしている。この結果、国内総生産は実質で 1.4％増（名目

で 0.4％増）と 3 年ぶりのプラス成長が見込まれるとした。ただし、先行きの

リスクとして、雇用情勢の一層の悪化、デフレ圧力の高まりによる需要低迷、

海外景気の下振れ、為替市場の動向等に留意する必要があるとした。なお、消

費者物価指数は対前年度比 0.9％程度の下落、また GDP デフレーターは同 1.0％

程度の下落とされた。 

 

２ ． 医 療 制 度 改 革 等 の 動 向  

 平成 21 年度は高齢者医療制度の見直しが大きなテーマとなった。21 年 3 月

7 日には舛添厚労相主宰の高齢者医療制度に関する検討会が最終報告（議論の

整理）をまとめ、今後の議論の選択肢を示した。また、与党自民党の高齢者医

療制度に関するプロジェクトチームにおいて「高齢者医療制度の見直しに関す

る基本的考え方」が取りまとめられた。それによると、法律の 5 年後の見直し

を前倒しすべきとし、よりよい制度への抜本的な改善・見直しを図る必要があ

るとされた。具体的には安定的な財源の確保と併せて、前期高齢者医療制度へ

の公費の投入、さらに財政状況の厳しい健保組合等の負担軽減のための拠出金

の分担方法の見直しや財政支援の拡大を図ることが明記された。 

 健保連は、平成 21 年度の健保組合の予算早期集計を 4月 10 日に公表し、6,152

億円の赤字と 2 年連続の大幅赤字であること、また全組合の 92％が赤字財政に

転落するという厳しい財政状況になっていることを明らかにした。この背景に

は、高齢者医療に対する拠出金の負担増と、更に経済の低迷による保険料収入

の減があり、高齢者医療制度の見直しは避けて通れないものとなってきた。こ

うした中、22 年度予算編成における社会保障費の取扱いが、骨太の方針「経済

財政改革の基本方針 2009」で焦点となり、「基本方針 2006 等を踏まえ、無駄の

排除など歳出改革を継続しつつ、安心・安全を確保するために社会保障の必要

な修復を図るなど安心と活力の両立を目指して、現下の経済社会状況への必要

な対応等を行う」として、事実上のこれまでの 2,200 億円削減方針を撤回した。

健保連では 7 月 2 日に平成 22 年度政府予算編成に関する会長見解をまとめ公

表した。この見解では、医療保険制度の持続可能性を高めるとともに、世代間

の負担と給付の公平を図るために、前期高齢者への公費負担が必要不可欠であ

ること、また財政破綻による解散を防止するために、健保組合に対する財政支

援の大幅な増額を要請するとともに消費税を含む抜本的な税制改革を確実に

進めるべきと提言した。 

 8 月 28 日には骨太の方針に基づき、厚生労働省は 22 年度概算要求を財務省

に提出した。これによると、社会保障費の自然増を満額計上し、21 年度当初予

算比 1 兆 2,565 億円増の 26 兆 4,133 億円（5.0％増）を要求した。このうち医

療は、3,595 億円増の 9 兆 3,501 億円（4.0％増）であった。 



 

 

 しかしこの後、第 45 回衆院総選挙が 8 月 30 日に実施され、政権が交代した。

三党連立政権合意（9 月 9 日）では、政権担当中は消費税は据え置き、社会保

障費の自然増を年 2,200 億円抑制するとの骨太の方針は廃止、後期高齢者医療

制度は廃止し、医療費（GDP 比）の先進国（OECD）並みの確保を目指すことな

どが決められた。また、民主党のマニフェストでは、被用者保険と国民健康保

険を段階的に統合し、将来、地域保険として一元的運用を図るとされており、

これらの取扱いがどうなるかが注目された。 

 健保連では、9 月 11 日に平成 20 年度の健保組合の決算見込みを公表し、こ

れまでの黒字から 3,060 億円の赤字に転落したことを明らかにした。また、新

政権の発足にあたって会長談話を発表し、健保組合・健保連の期待と要望を表

すとともに、健保組合・健保連の果たす役割と医療保険政策の基盤となる国民

皆保険の維持に向けた決意を表明し、新政権はこれらの意見を幅広く吸い上げ、

国民生活の安定に資する政策を実行し、国民の負託に応えるよう要請した。さ

らに 10 月 19 日には長妻厚労相、長浜副大臣と平井会長等が会談し、高齢者医

療制度の改革について健保連の要望を伝えるとともに、高齢者医療への過重な

負担や危機的な財政状況を訴え、健保組合に対する的確な財政支援を要請した。 

また、11 月 6 日には平成 22 年度診療報酬改定にあたり、健保連など中医協

支払側 6 団体で、医療費を負担する側の国民、保険者などの意見を表明できる

機会を設け、政府の基本方針に反映するよう要請した文章をまとめ厚労省に提

出した。 

 政府においては、行政刷新会議において、診療報酬の配分（勤務医対策）は

収入が高い診療科の見直し、開業医・勤務医の平準化を 22 年度診療報酬改定

の方向性とするとされたほか、社会保障審議会・医療保険部会が 11 月 16 日に

開催され、厚労省は 22 年度以降大幅な保険料率の引上げが避けられない協会

けんぽの財政対策を課題に挙げ、議論を求めた。その中で被用者保険内の費用

負担のあり方の見直しも選択肢に挙げた。また、長妻厚労相が主宰する「高齢

者医療制度改革会議」が 11 月 30 日に発足し、年齢で区分する問題を解消する

制度とするなど検討に当たっての 6 原則を掲げ、来夏に中間まとめ、22 年末の

最終報告、25 年度新制度施行の予定で議論が始まった。 

 こうした状況下において、11 月 19 日に健保組合全国大会が開かれ、財政危

機突破と健保組合を守る総決起大会を副呼称に①高齢者医療制度の改革と適

正な公費投入の実現、②健保組合の過重な負担を軽減する財政支援の継続・拡

大、③制度間の財政調整・一元化の断固阻止、④保険者機能を十分に発揮でき

る組合方式の推進―の 4 項目を全健保組合の総意として決議した。 

 社会保障審議会・医療保険部会では、12 月 4 日の会合で後期高齢者支援金に

かかる被用者保険の負担を現行の加入者割から総報酬割に改めることなどを

盛り込んだ協会けんぽの財政対策が提案された。同日、健保連の平井会長は緊

急記者会見を行い、厚労省が提案した協会けんぽの財政対策は、国庫負担の肩

代わりの再現であり、断じて受け入れることはないとの見解を公表した。医療



 

 

保険部会では、12 月 8 日に協会けんぽの財政対策としての総報酬制度について、

3 年間の暫定措置とする、健保組合負担の緩和策を講じるなどの追加策が提案

されたが、結論が見送りとなり政府予算編成に決着が委ねられた。 

 12 月 15 日には健保連、日本経団連、連合の三団体が協会けんぽの財政対策

はいわゆる真水の国費を投入し、健保法本則の国庫補助率に回復させ拡大を図

るべきだとの共同要請を長妻厚労相に提出した。 

 その後 12 月 23 日に長妻厚労相と藤井財務相との大臣折衝が行われ、①3 年

間の特例措置として被用者保険に係る後期高齢者支援金の総額の 3 分の１を総

報酬割とすること、②健保組合等への支援措置として 160 億円を追加措置する

こと、③診療報酬改定は配分の見直しや後発医薬品の使用促進を図りつつ、本

体の 0.19％の引上げを行う―とした。これが 22 年度予算案に反映された。 

 これに対し、平井会長は 12 月 25 日に記者会見を行い「健保組合等の協会け

んぽへの国庫負担肩代わり問題」に対し、改めて断固反対の姿勢を示し、健保

組合・健保連の組織をあげて実現を阻止するための活動に取り組んでいくとの

決意を表明した。 

 平成 22 年 2 月 10 日には健保連において「国庫負担肩代わり問題対策本部」

（本部長：平井会長）を設置し、機動的・効果的な反対活動を展開することと

した。2 月 12 日には政府が肩代わり案を盛り込んだ「医療保険制度の安定的運

営を図るための国保法等改正案」を閣議決定した。これに対して同日、国庫負

担「肩代わり」法案に反対する会長声明を発表するとともに、肩代わり案の問

題点を広くアピールし断固反対の姿勢を示すため、全国統一行動日として、東

京、神奈川、愛知、大阪、福岡の各都市で 41 年ぶりとなる街頭ビラ配布を行

った。 

 診療報酬改定については、2 月 14 日に中医協の総会が開催され、点数設定を

含む答申をまとめ、厚労相に提出した。これにより、年末予算編成で決定した

0.19％の 10 年ぶりのネットプラス改定で 4 月から実施することが決まった。 

 国庫負担肩代わり法案については、3 月 16 日の参議院厚労委員会で初めてと

りあげられるなど、反対運動の成果が国会議員の間に浸透しつつあった。法案

は 3 月 25 日に衆議院本会議で趣旨説明が行われ、同日付託された衆院厚労委

員会では、31 日に提案説明が行われ、4 月 2 日から本格審議が行われた。その

後、健保組合・健保連の主張する慎重な審議が行われた。7 日、9 日と審議が

続き、13 日には参考人質疑が行われ、白川常務（当時）が出席し、反対の意見

を陳述した。14 日には、健保組合・健保連の主張に沿って、自民党から総報酬

割の導入の取り止め、協会けんぽに対する国庫補助割合を 20％に引上げる等の

修正案、公明党からは総報酬割の導入の取止め、国庫負担の検討規定の修正案

が提案されたが、与党多数の中否決され、政府案が可決された。その中で、24

年度までの特例期間における健保組合等への財政支援の措置を講ずること、ま

た高齢者医療制度の改革にあたって、医療保険者等の関係者の意見を聴取し、

十分な検討を行うことの大臣への確認質問が与党から行われ、これに対し、長



 

 

妻厚労相から取り組むことについての答弁があった。この間 7 日には、健保連

において「平成 22 年度健保組合予算早期集計結果の概要」を発表し、過去最

悪の 6,605 億円の赤字となることを明らかにし、これが法案審議の中でも取り

上げられた。 

 改正案は 15 日衆議院本会議で可決された。参議院では 16 日に本会議で趣旨

説明が行われ、参院厚労委員会では、20 日に提案理由説明が行われ、22 日か

ら質疑が開始された。27 日には参考人質疑が行われ、白川専務が反対の意見を

陳述した。5 月 11 日には衆議院と同様に自民党と公明党から同じ趣旨の修正案

が出されたが、与党多数で否決された。しかし、その際、与野党共同で、拠出

金負担によって運営に困難をきたしている保険者に対する財政支援を、平成 24

年度までの間、継続し、かつ更に充実すること、また高齢者医療制度について

は広く関係者の意見を聴取するとともに若年者の負担が過大なものとならな

いよう、公費負担を充実することを内容とする附帯決議が採択された。 

 改正案は翌 12 日の参議院本会議で可決成立した。同日、平井会長は、改正

法成立に対して遺憾であるとの声明を発表した。その中で、一方で、反対活動

により、国民、国会議員に一定の理解が得られ、附帯決議もなされるなど、一

定の成果を得たものと評価し、今後政府に対して、健保組合・健保連の主張を

政策立案に反映することを求めていくとした。 

 翌 13 日には長妻大臣、長浜副大臣が健保連で平井会長と面談、会長からは

今後も「取りやすい所から取る」といった手法には断固として反対・拒否する

旨を明確に伝えた。なお、対策本部は同日解散することとなった。 

 高齢者医療制度については、4 月 27 日に「高齢者医療制度の再構築に向けて」

と題する健保連、日本経団連、連合、協会けんぽの四団体の会長と理事長名の

要望書をまとめ、厚労大臣に提出した。今後、厚労省の高齢者医療制度改革会

議は 8 月末の「中間まとめ」に向けて議論が進むことになる。 

 なお、協会けんぽの 22 年度の保険料率は、全国平均 9.34％で、都道府県別

保険料率は、最低で 9.26％（長野）から最高で 9.47％（北海道）となった。 

 

Ⅱ．平成２１年度の主な事業活動状況 
１ ． 医 療 保 険 制 度 に 関 す る 政 策 課 題 へ の 対 応  

（ １ ） 高 齢 者 医 療 制 度 の 再 構 築 に つ い て  

平成 20 年度から、舛添厚生労働大臣主宰の「高齢者医療制度に関する検討

会」と並行して議論を進めていた与党（自民・公明）のプロジェクトチームは、

21 年 4 月 3 日、「高齢者医療制度の見直しに関する基本的考え方」を取りまと

めた。そこには、○安定的な財源の確保と併せて、負担が重くなった健保組合

等の負担軽減を図るため前期高齢者医療にも公費を投入する、○財政状況の厳

しい健保組合等の負担軽減のため、拠出金の分担方法の見直しや財政支援の拡

大を図る―といった考え方が盛り込まれた。とりまとめに至る段階で、健保連

はヒアリングの場で意見表明を行っており、その内容が一部に反映された。さ



 

 

まざまな活動が着実に実を結びつつあったと言える。 

健保連は 4 月 10 日、平成 21 年度の健保組合予算の早期集計結果を発表した。

そこでは、健保組合全体で 20 年度とほぼ同水準の 6,152 億円の赤字、9 割の

健保組合が赤字であり、保険料収入に対する支援金、納付金等の割合が 45.2％

と、依然、過重な負担が続いている実態が明らかになった。 

7 月 2 日には、医療制度等対策委員会での議論を踏まえ、会長見解「平成 22

年度政府予算編成に関する見解」を発表した。そのなかで、社会保障費の自然

増を容認し一律削減を行わない方針を評価するとともに、前期高齢者への公費

投入、健保組合への財政支援の拡大、社会保障の再構築のための財源確保、消

費税を含む抜本的な税制改革―の必要性を訴えた。 

そうした機運の中、8 月 30 日の衆院総選挙によって、民主党が第一党とな

り、改革交代が行われた。民主党はそのマニフェストに、後期高齢者医療制度

を廃止して、被用者保険と国保を段階的に統合し、将来、地域保険として一元

的運用を図ることなどを掲げていた。9 月 16 日、社民党、国民新党との連立

政権のもとに、鳩山内閣が発足し、厚生労働大臣には長妻昭氏が就任した。3

党の政権合意には、社会保障費の自然増を年 2,200 億円抑制する方針を廃止す

ること、消費税率の引き上げは行わないことなどに加え、後期高齢者医療制度

の廃止も盛り込まれた。 

11 月 30 日、長妻厚生労働大臣の主宰する「高齢者医療制度改革会議」の初

会合が開かれ、健保連の対馬専務理事が委員に加わった。22 年夏に中間まと

め、年末に最終まとめ、翌 23 年 1 月からの通常国会に法案提出、春には成立

させて、2 年程度の準備期間を経て、25 年度から新制度を実施するというスケ

ジュールが描かれた。22 年 1 月 12 日の会合では、対馬委員が「高齢者医療制

度の再構築に向けた健保連の考え方」を説明し、以後、主要な改革案のひとつ

に位置づけられた。2 月 9 日の会合からは、制度の基本的枠組み、運営主体の

あり方、費用負担のあり方といったテーマ別の議論が行われた。22 年度も、

夏の中間とりまとめ、年末の最終とりまとめに向けて、議論は続く。 

（ ２ ） 国 庫 補 助 の 肩 代 わ り 問 題 を 含 む 国 保 法 等 改 正 法 案 へ の 対 応  

高齢者医療制度改革会議の本格的な議論が始まろうとする矢先、社会保障審

議会・医療保険部会で、厚生労働省から、被用者保険内の費用負担の在り方の

見直しが提起された。それは、被用者保険の後期高齢者支援金の負担方法に総

報酬割の仕組みを導入することによって、健保組合等の負担を増やし、その分、

協会けんぽの後期高齢者支援金にかかる国庫補助を削減して、その財源をもっ

て協会けんぽの医療給付費に対する国庫補助の拡充を図ろうとするものであ

った。健保連は、廃案になった 2 年前の政管健保支援特例措置法案と同類の肩

代わり案であり、国の責任を放棄するものだとして強く反対した。 

健保連は、12 月 4 日に会長見解「協会けんぽの財政対策と高齢者医療制度

改革について」を発表したのをはじめ、関係各方面へ要請を行うなどあらゆる

手段を用いて反対活動を展開した。12 月 15 日には、日本経団連、連合ととも



 

 

に、協会けんぽへの国庫補助の拡充を求める「三団体共同要請」をまとめ、長

妻厚生労働大臣に提出した。 

結果、21 年末の政府予算編成過程で、当初の案が緩和され、後期高齢者支

援金の 3 分の 1 部分について総報酬割を導入する方針が閣議決定された。同時

に、22 年度政府予算案には、支援金、納付金等の負担軽減のための財政支援

措置として、21 年度に比べて倍増となる約 320 億円が計上された。年が明け、

後期高齢者支援金の 3 分の 1 総報酬割の内容は法案化され、22 年 2 月 12 日、

国保法等改正法案に組み込まれて通常国会に提出された。 

この間、健保連は、反対活動のための資料やチラシを作成、配布し、関係各

方面に要請したほか、法案提出の当日には全国の主要 5 都市でいっせいに 41

ぶりとなる街頭宣伝活動（ビラ配布）を展開した。その後も、2 月 10 日に設

置した「肩代わり問題対策本部」のもとで活動を進め、医療制度等対策委員会

でも厚生労働省からの説明に対して強い反対姿勢を示した。 

こうした一連の活動が、国会での法案審議に大きな影響を及ぼすこととなっ

た。法案審議は 3 月 25 日の衆議院本会議での趣旨説明から開始されたが、年

度をまたぎ、衆参の厚生労働委員会で参考人意見陳述が行われるなど、慎重な

審議が行われた。 

（ ３ ） 渉 外 活 動 の 展 開  

前年度に引き続き、政党・関係国会議員の国会関係、また関係団体に対する

渉外活動を、渉外連絡チームと関係各部において都道府県連合会とも連携して

積極的に行った。とくに平成 21 年度は、高齢者医療制度の見直しを中心とし

た制度改革、肩代わり問題、衆議院選挙、政権交代等と大きくかつ重要な課題・

問題が多く、積極的にまた幅広く渉外活動を展開した。 

主な活動は、9 月の政権交代前には、自民・公明の与党による「高齢者医療

制度の見直しに関する基本的考え方」の実現を目指して活動を展開し、政権交

代後は、政権与党のとくに第一党である民主党を中心に、健保組合とその主張

について、肩代わり問題についての理解促進活動を展開した。 

国会関係では、政権交代後、新政権の「政府・与党一元化」「民主党におけ

る要請窓口の幹事長室への一本化」等、要請方法を含め渉外活動の展開がなか

なか先が読めず難しい状況であったが、年末からの肩代わりへの反対活動とと

もに、効果的な活動が展開できた。とくに肩代わり問題における、会員組合の

母体事業主・労働組合との一体となっての要請活動、各都道府県単位での関係

国会議員・民主党県連合会への要請等により、民主党の国会議員とのパイプが

新たに構築、また強くなるとともに、国会議員の健保組合に対する理解が深ま

った。このことは、肩代わり法案に関しては国会審議、大臣答弁、附帯決議に

つながり、また、今後の改革に向けた活動の重要な足がかりとなるものである。 

関係団体においても、肩代わり問題についての連携、さらには高齢者医療制

度の改革に関する健保連、日本経団連、連合に協会けんぽを加えた４団体での

要請の調整等、改革促進に向けた渉外活動を展開した。  



 

 

（ ４ ） 協 会 け ん ぽ を め ぐ る 動 向 に つ い て  

平成 20 年 10 月、政管健保の廃止に伴い、新たな公法人として全国健康保険

協会が発足した。同協会が運営する「協会けんぽ」は、政管健保から赤字を引

き継ぎ、当初から厳しい財政運営を強いられた。21 年度の平均保険料率は、

本来、準備金を積み立てなければならないところを大幅に取り崩すことによっ

て、20 年度までの 8.2％が据え置かれた。しかし、この見通しは甘く、その後、

財政悪化は深刻化した。21 年度末に 4,500 億円もの借り入れが必要になり、

これを単年度で解消し、収支均衡を図るには、22 年度の保険料率を 9.9％まで

引き上げなければなられない状況となった。 

この保険料率の急激な上昇を緩和するために、22 年度から 24 年度までの 3

年間の特例措置として、○給付費に対する国庫補助率を 13％から 16.4％に引

き上げる、○21 年度末以降の借り入れについて 24 年度までの償還を可能とす

る、○被用者保険の後期高齢者支援金の 3 分の 1 部分について総報酬割を導入

する―ことが国保法等改正法案に盛り込まれ、22 年 2 月 12 日に通常国会に提

出された。この特例措置が講じられても、22 年度の平均保険料率は 9.34％ま

で上昇する。 

また、協会けんぽでは、各都道府県支部の医療給付費にかかる所要保険料率

について加入者の年齢構成と所得水準の違いに着目した調整を加えることな

どにより各都道府県の所要保険料率が算定されるが、発足から 5 年間（25 年 9

月まで）は、平均保険料率との乖離率を一定の割合で圧縮する激変緩和措置が

認められている。21 年度は乖離率を 10 分の 1 に圧縮することが決まり、10

月徴収分から適用された。 

さらに、22 年度の平均保険料率の大幅な引き上げに伴い都道府県単位保険

料率への影響をさらに緩和する必要が生じたため、この激変緩和措置の期限

（25 年 9 月まで）を 30 年 3 月までに延長することが国保法等改正法案に盛り

込まれ、併せて、22 年度は乖離率を 10 分の 1.5 に圧縮することも決まった。

なお、同法案には、今後の保険料率の上昇を見越して、保険料率の上限を 10％

から 12％に引き上げることも盛り込まれている。 

 

２ ． 健 康 開 発 共 同 事 業 の 推 進  

（ １ ） 特 定 健 診 ・ 特 定 保 健 指 導 制 度 へ の 対 応  

制度施行後 2 年目を迎え、特定健診・特定保健指導の制度運営安定化に向け

た対応及び健保組合への適切な情報提供を中心に取り組んだ。 

平成 20 年度特定健診・特定保健指導の実施状況調査（速報）を実施、集計

結果（総計のみ）を保険者協議会中央連絡会及び厚生労働省に報告するととも

に、独自集計部分も加えた詳細な分析結果をイントラネットで全健保組合に提

供した。 

保険者協議会、集合契約関連情報については、制度導入時の運営上の混乱を

踏まえ本年度に行われた契約内容及び実務上の各種ルールの見直しについて



 

 

各都道府県連合会に対し情報提供を行うとともに、連合会事務局長等会議の場

を活用し、保険者協議会活動の事例等具体的な情報交換を行うなど、集合契約

の円滑履行及び保険者協議会間の連携強化に向けた対応に取り組んだ。 

健保組合の特定健診・特定保健指導の事業実施事例を幅広く収集、電話等に

よる聞き取り調査等で対象を絞り、最終的に 26 健保組合と健保連・大阪連合

会、健保連・熊本連合会の 28 事例を詳細に取材した結果を、「特定健診・特定

保健指導事業活動事例集」としてとりまとめ、全健保組合に配布した。 

健保連・集合契約 A（保険者中央団体と健診等団体との契約）、集合契約 B

（都道府県保険者協議会の代表保険者と県・地区医師会等との契約）及び決済

等代行機関との 22 年度契約交渉（単価据え置き）も行った。また、協会けん

ぽが新たに集合契約 A を締結するにあたっての情報提供、健診等団体との調整

を行うなど、連携強化に努めた。一括処理方式により取り纏める集合契約の委

任状については、前年度契約に対し新規参加、変更、取り下げ等変更のある場

合のみ提出する方式をとり、1,063 組合から B 委任状の提出を受け、保険者協

議会代表保険者に送達した。（A 委任状 1,133 組合） 

イントラネットや HP による特定健診等関連情報の逐次提供（集合契約 A 機

関情報の掲載時期の前倒し、集合契約 B 機関のイントラネット紹介サイトの見

やすさ改善）―等にも努め、運営上の個別のトラブルにも丁寧に対応した。 

このほか、国の研修ガイドラインに沿った特定保健指導実践者育成研修会

（保健師等専門職 3 回・104 人）及び事務担当者を対象とした特定健診・特定

保健指導事業事務初任者研修会（1 回・133 人）も開催した。 

今後も、厚労省や関係機関と種々協議・調整し、健保組合の特定健診等事業

の円滑実施の支援に努めていく必要がある。 

（ ２ ） 健 康 開 発 共 同 事 業 の 実 施  

既定予算の健康開発共同事業費及び国の被用者保険運営円滑化推進事業助

成金を受けて、都道府県連合会による特定保健指導に重点を置いた各種事業を

実施した。 

主な事業として、①保健師等保健指導推進事業（中小・財窮組合等を中心と

した特定保健指導やセミナー等の関連事業）、②都道府県連合会が実施する保

健福祉事業を側面から支援するため、健康開発共同事業助成金交付要綱に基づ

く必要な経費の助成、③各種人間ドック関係団体との包括的な契約締結と健保

組合に対する健診指定施設の情報提供、関係団体との健診事業を巡る協議、④

健康奨励事業（健康強調月間、保養所共同利用事業等）など、諸事業を実施し

て健康開発共同事業の推進に努めた。 

 

３ ． IT 化 等 に 向 け た 諸 活 動 へ の 対 応  

（ １ ） 健 保 組 合 Ｉ Ｔ 化 へ の 取 組 み  

「健保組合 IT 基本構想」に基づき平成 20 年度から提供を開始した「特定健

診・特定保健指導共同情報処理システム」については、2 年目を迎え更なるシ



 

 

ステムの使いやすさの向上を図るため、同システムの利用組合の代表者で構成

する「特定健診・特定保健指導共同情報処理システム運営協議会」を設置し、

同システムの機能改修・追加を図った。なお本システム利用組合数は、平成

21 年度末現在で 321 組合と 18 の共済組合となっている。 

また「特定健診・特定保健指導共同情報処理システム」と合わせて「健保組

合 IT 基本構想」の 2 つ目の柱である「データ分析事業」については、平成 22

年 4 月から本格実施するための課題整理と円滑な事業実施のための方策とし

て、「特定健診・特定保健指導共同情報処理システム」利用組合のデータをも

とに「試行事業」を実施し、検討を行った。その結果、データ分析事業を健保

連の新たな重点事業と位置づけることで IT 事業委員会の了承を得て、理事会、

総会で承認された。その後、全ての健保組合から特定健診・特定保健指導の結

果データ、およびレセプトデータを提供してもらえるよう、「データ分析事業」

の必要性等についての理解を得るため、全国主要都市でのブロック別説明会、

都道府県連合会主催の研修会や健保業務シスム事業者のユーザー会等を通じ、

延べ 41 回におよぶ理解活動を行った。 

この他、社会保障カード、電子私書箱等など政府による医療保険分野に関す

る IT 化の動きが活発化してきたことから、健保連としての考え方を明らかに

する必要が生じたため、平成 21 年 7 月に「健保組合 IT 基本構想（平成 19 年）」

の改定版となる「健保組合 IT 基本構想・2009」を取りまとめた。 

（ ２ ） レ セ プ ト オ ン ラ イ ン 化 等 へ の 対 応  

①レセプト情報管理システム（拡張版）未導入組合に対する普及促進活動 

23 年度からの原則オンライン化への円滑な移行をはかるため、21 年度国庫

補助金事業「レセプトオンライン化のための基盤整備事業」として、「レセプ

ト原則オンライン化に向けた基盤整備促進説明会」を開催したほか、「レセプ

ト情報管理システム（拡張版）未導入組合への整備」、「オンライン化未対応組

合への整備」への費用補助を行った。 

②再審査等レセプトのオンライン請求（CSV 情報）対応への拡張開発 

22 年 7 月から開始される「再審査等レセプトのオンライン請求（CSV 情報）」

に対応するため、21 年度国庫補助金事業「高齢者医療制度の円滑な運営に資

する保健福祉事業」として、国が策定する再審査等請求ファイルに係る記録条

件仕様を基に、レセプト情報管理システム（拡張版）の拡張開発を行った。 

③後発医薬品の使用を促進するための差額通知に係るシステム開発事業 

後発医薬品使用促進による、患者負担の軽減、医療費適正化等を目的に、平

成 21 年度国庫補助金事業「高齢者医療制度の円滑な運営に資する保健福祉事

業」として、使用促進に特に有効であると考えられる「費用削減効果を加入者

に通知するサービス（差額通知システム）」をレセプト情報管理システム（拡

張版）の機能として追加する拡張開発を行った。  

（ ３ ） 健 保 連 イ ン ト ラ ネ ッ ト を 通 じ た 情 報 提 供 の 強 化  

健保連イントラネットに健保組合の事業運営に必要な情報を適時掲載した。



 

 

また個人情報保護法による健保組合用の公開レンタルサイトの運営を行った。 

 

４ ． 診 療 報 酬 体 系 の 簡 素 ・ 合 理 化 と 医 療 費 の 適 正 化  

（ １ ） 中 央 社 会 保 険 医 療 協 議 会 （ 中 医 協 ） の 主 な 審 議 状 況  

平成 21 年度の中医協（遠藤久夫会長）においては、平成 22 年度診療報酬改定

に向けた議論が計 43 回（別途、専門組織は 25 回）行われ、22 年 2 月 12 日に改

定の点数設定を含む答申を取りまとめ、長妻昭厚生労働大臣に提出。3 月 5 日に

告示が行われ、一部を除いて 4 月 1 日から施行された。 

21 年 8 月の衆議院議員選挙で民主党が大勝して政権交代が実現した影響を受

け、新委員の選任の調整が難航して審議が中断していたが、10 月 30 日に約１ヵ

月ぶりに再開。委員については、支払側の健保連代表委員が対馬忠明委員から白

川修二委員に交替したほか、診療側の日本医師会の委員 3 名が外れるなど、大き

な入れ替わりがあった。 

以降は週 2 回ペースで議論が行われ、健保連は 11 月 18 日に「第 17 回医療経

済実態調査結果報告に関する分析」を提出。11 月 25 日には支払側、診療側それ

ぞれが改定率等に対する意見書を提出し、そのなかで支払側は、「厳しい社会経

済情勢や国民負担、保険者財政等を踏まえれば、診療報酬の引上げを行う環境に

はない」と強く主張したほか、「必要度の高い医療に対しては大胆かつ重点的な

評価を行う一方、限られた財源を効率的かつ効果的に配分するよう見直していく

ことが不可欠である」などと要望した。これらを受け中医協では、政府が決定す

る改定率等に対する意見をとりまとめるため公益委員が意見書案を提示したも

のの、最終的には意見集約できず、中医協としての意見書のとりまとめを断念し

た。 

こうした中で、政府は、22 年度予算編成過程において、12 月 23 日に改定率を

決定。診療報酬本体はプラス 1.55％（医科プラス 1.74％、歯科プラス 2.09％、

調剤プラス 0.52％）、薬価・医療材料が医療費ベースでマイナス 1.36％、合計で

プラス 0.19％となり、12 年度改定以来、10 年ぶりの改定全体での引き上げとな

った。さらに、今回改定では初めて医科の内訳が示され、医科・入院がプラス

3.03％（約 4,400 億円）、外来がプラス 0.31％（約 400 億円）とされたほか、○

急性期入院医療に概ね 4,000 億円程度を配分、○再診料や診療科間の配分の見直

しを含め、従来以上に大幅な配分の見直しを行い、救急・産科・小児科・外科の

充実等を図る－との方針が示された。 

再診料の点数格差の是正については、「同一サービスは同一報酬」との観点か

ら、支払側が長年にわたり主張してきた重要項目であり、支払側は「診療所（71

点）を引き下げ、病院（60 点）を引き上げる形で統一を図るべき」と強調した

が、診療側は「病院の点数を診療所の点数まで引き上げる形での統一なら異議は

ない」として反対。統一する方向で検討することには一定の合意が得られたが、

点数設定については意見が分かれた。 

また、社会保障審議会・医療保険部会、医療部会の両部会では、12 月 8 日、「平



 

 

成 22 年度診療報酬改定の基本方針」を決定。重点課題に「救急、産科、小児、

外科等の医療の再建」、「病院勤務医の負担の軽減（医療従事者の増員に努める医

療機関への支援）」を位置づけたほか、「充実が求められる領域を適切に評価して

いく視点」など 4 つを改定の視点とした。 

これらの審議を受け、22 年 1 月 15 日に厚生労働大臣から中医協に対して、諮

問が行われた。中医協では、それまでの検討を踏まえ、「平成 22 年度診療報酬改

定に係る検討状況について（現時点の骨子）」をとりまとめ、パブリックコメン

トや地方公聴会（福島市）等により国民の意見を聴取し、その後も個別の改定項

目について精力的に議論が行われた。 

特に外来管理加算については、各側とも廃止する方向では一致していたが、支

払側は「5 分要件」の代替措置が必要であり、外来管理加算の廃止も含め、その

あり方の検討が必要－と指摘。診療側は、外来 400 億円という枠がはめられた中

での提案として、「5 分要件」の代わりに未受診投薬の場合には算定できないこ

ととする案を提示し、財政影響はほぼゼロになるとの考えを示した。その後も所

要財源の試算が示されるなかで議論が続けられたものの、合意には至らなかった

ため、2 月 10 日に公益委員から、①基本方針で示された重点課題については、

財源を優先的に配分、②外来管理加算は「5 分要件」を廃止し、別途要件を追加、

③次期改定に向け再診料との関係も含め、外来管理加算のあり方を検討すること

を前提に現行点数（52 点）は据え置き、④再診料は 69 点で統一－との考えが示

され、最終的には各側ともこれを了承し、2 月 12 日に診療報酬改定案を厚生労

働大臣に答申した。 

併せて答申に付された付帯意見には、次期改定に向けた多くの課題、検証項目

が盛り込まれた。特に、○再診料や外来管理加算、入院基本料等の基本診療料に

ついてのあり方の検討や影響を検証、○病院勤務医の負担軽減措置の検証、○救

急医療機関等への適正受診に関する啓発、○地域特性を踏まえた診療報酬のあり

方の検討、○DPC の調整係数の廃止と新たな機能評価係数の導入に関する検証・

検討、○明細書の発行状況等の検証－など多くの項目が盛り込まれており、次期

24 年度改定に向け、早期の取り組みが求められている。 

（ ２ ） 社 会 保 障 審 議 会 ・ 医 療 保 険 部 会  

7 月 15 日（第 32 回）、8 月 27 日（第 33 回）、11 月 16 日（第 34 回）、11 月 25

日（第 35 回）、12 月 4 日（第 36 回）、12 月 8 日（第 37 回）の計 6 回開催され、

主に○平成 22 年度の診療報酬改定の基本方針○協会けんぽの財政問題○国民健

康保険制度の見直し─などについて議論した。 

「22 年度診療報酬改定の基本方針」については、11 月 25 日に厚労省が示した

基本方針案を大筋了承し、医療部会との調整を経て 12 月 8 日に決定した。 

協会けんぽの財政問題については、11 月 16 日の医療保険部会において厚労省

が、22 年度以降、保険料率の大幅な引上げが避けられない協会けんぽの財政対

策の「考えられる選択肢」を 3 案提示したが、このなかで、「被用者保険内の費

用負担のあり方の見直し」は、加入者数に応じて負担している高齢者医療費の拠



 

 

出金等について、被用者保険内では総報酬で按分し、応能負担に改める考え方だ

が、結果として、健保組合から協会けんぽへの財政移転が行われるいわゆる「肩

代わり案」の原案となるものであった。 

12 月 4 日の会合では、厚労省の案として正式にこの案が提案された。その内

容は、後期高齢者支援金の負担方法をすべて総報酬割に変更することとあわせて、

協会けんぽの後期高齢者支援金負担への国庫補助 2,700 億円を廃止し、その分を

給付費に対する国庫補助率の引上げに充てるというものであった。さらに、12

月 8 日の会合で厚労省は、総報酬割の導入で大幅に負担が増加する健保組合を中

心とした激変緩和策を追加提案したが、対馬専務理事、齊藤委員（日本経団連）

は、これらの提案に強く反発した。一方で、他の委員からは賛成意見も示され、

意見の集約に至らなかった。糖谷部会長は、医療保険部会としての審議の終局を

宣言し、厚労省に対し、22 年度政府予算編成に向けて政務三役と相談の上、関

係者との調整を進めるよう要請した。 

国保制度の見直しについては、12 月 4 日の医療保険部会で、厚労省から○国

保財政基盤強化等の取扱い○市町村国保の運営の広域化・地方分権の推進○市町

村国保の保険料（税）のあり方─などが提案された。同部会は、提案を大筋で支

持し、22 年度政府予算編成を視野に入れた具体的な検討を要請した。 

（ ３ ） 社 会 保 障 審 議 会 ・ 医 療 部 会  

医療部会は 21 年 7 月、8 月、11 月、12 月の計 4 回開催された（健保連代表委

員は高智委員）。 

同部会は 7 月 9 日から 22 年度診療報酬改定の基本方針の策定に向けた議論を

開始。8 月 26 日には厚労省から、基本方針の｢視点｣、「方向性」のたたき台が提

出され、それに基づき議論した。多くの委員は、これまでの改定の視点や緊急課

題の継続は当然だとする意見を支持したが、改定の重要な視点とした「医療の効

率化」を踏襲する案に対して、「医療費の底上げ」を要求する医療提供側の委員

が反発。これに対し、健保連や労使関係団体の代表者らは「選択と集中」の考え

方に則して、効率化と重点化の取り組みは欠かせないと主張した。 

引き続き 11 月 19 日には、厚労省が提示した基本方針の骨子案のなかで、次期

改定の重点課題を「救急、産科、小児、外科等の医療の再建」、「病院勤務医の負

担軽減(医療従事者の増員に努める医療機関への支援)」とする骨子案に対しては

委員からの反論はなかったが、改定率の考え方に対しては、医療関係者、保険者

関係委員の間で見解が大きく分かれた。そのため骨子案は、次期改定の基本的な

方向について、｢医療費の底上げ｣を求める意見と、｢保険財政が極めて厳しい状

況の中で、医療費全体を引き上げる状況にはなく、限られた財源の中で、医療費

の配分の大幅な見直し｣を求める意見の両論を併記した。 

その後、医療保険部会は 11 月 25 日、医療部会は 12 月 3 日に厚労省が提示し

た「22 年度診療報酬改定の基本方針」（案）を大筋で了承したが、議論は改定率

の方向性を示す文言の取扱いに終始し、医療費全体の底上げの必要性を強調すべ

きとする意見が医療提供側の委員から続出した。そのため、両部会とも一部修正



 

 

を各部会長に一任し、各部会長が議論を調整して、8 日付で「平成 22 年度診療

報酬改定の基本方針」を決定し、9 日の中医協総会に報告した。 

（ ４ ） 社 会 保 障 審 議 会 ・ 介 護 給 付 費 分 科 会  

「介護給付費分科会」（健保連代表は対馬前専務理事）は 21 年 6 月、22 年 3

月の計 2 回開催された。また、21 年度介護報酬改定（全体で 3.0％の引き上げ）

影響の検証を行うために「調査実施委員会」が同分科会に設置され、計 4 回開催

された。 

3 月 3 日の調査実施委員会では、厚労省が「平成 21 年度介護従事者処遇状況

等調査結果」（確定版）の報告を行った。それによると、4 月から 9 月までの間

に、何らかの引き上げを実施した施設・事業所は 68.9％を占め、21 年の 1 ヵ月

の介護従事者の平均給与額は 22 万 9,930 円で、前年(22 万 1,000 円)から 8,930

円増加したことが明らかになった。 

3 月 25 日の「介護給付費分科会」では、「調査実施委員会」と「要介護認定の

見直しに係る検証・検討会」の検討結果の概要などが報告された。これは、21

年 4 月の要介護認定の見直しにより、軽く判定されるケースが増えて要介護認定

非該当者および軽度者の割合が増加した実態に対し、検討会で認定の状況を検

証・検討した結果、認定調査員のテキストの修正や再度認定方法を見直したこと

により、混乱の解消が一定程度達成できたとの考えを示したものであった。 

（ ５ ） 支 払 基 金 に お け る 業 務 効 率 化 に よ る 審 査 の 充 実 ・ 強 化  

22 年度の事務費単価については、21 年 11 月 16 日の支払基金との二者協議会、

12 月 8 日の三者（健保連・支払基金・厚労省）・四者（健保連・支払基金・厚労

省・協会けんぽ）懇談会を経て、「オンライン請求促進分」を 4 円 50 銭引下げ

104 円、「電子媒体請求促進分」を 2 円引下げ 108 円 20 銭とし、紙レセプトは前

年度と同額に据え置く（医科・歯科 114.20 円、調剤 57.20 円）ことで合意し、4

月 1 日付けで契約を更改した。また、契約書に損害賠償に関する事項を設けたほ

か、関係法令及び支払基金の業務規程等に基づいて策定した「審査及び支払事務

の概要」を新たに盛り込んだ。併せて、委託金水準を前年度に続き 0.3 ヵ月相当

とすることや納入期日などを明記した。なお、20 年度から開始した調剤の直接

審査支払（21 年度末で 11 組合が実施）における審査意見の提出等に係る手数料

は、前年度と同額（審査意見＝571 円、決済処理＝203 円）に据え置いた。 

契約にあたっては、支払基金に対し、○事務費単価の積算根拠となる審査・支

払の業務フローを明確にし、平成 23 年度の事務費単価の交渉に際しては、エビ

デンスに基づく納得性あるコスト構造を提示すること、○平成 23 年度からのレ

セプト原則オンライン化を重要な契機と捉え、徹底した業務の効率化を図るとと

もに、事務費単価の更なる引き下げを実施すること、○審査における支部間格差

解消のための事例検討の迅速化を図るとともに、本部による強力な指導体制を確

立し、実効性のある取り組みを展開すること―などを文書で要請した。 

また、厚労省に対しても、○支払基金における業務効率化を通じた事務費単価

の更なる引下げ、○レセプト原則オンライン化の確実な実施、○医療情報の有効



 

 

活用等に不可欠なレセプト様式等の改善―を文書で要請した。 

（ ６ ） レ セ プ ト 点 検 ・ 分 析 業 務 の 推 進  

21 年度は、都道府県連合会にレセプト点検専任・登録指導員を設置し、レセ

プト点検支援および情報交換事業を実施するとともに、国の高齢者医療運営円滑

化等事業助成金を受けて、レセプト点検事務の効果的な実施や人材育成を目的と

するレセプト点検研修会事業を実施し、併せて、有効な特定保健指導に資する健

診データとレセプトデータを突合するレセプト分析事業を実施した。 

①レセプト専任・登録指導員の設置 

23 都道府県連合会にレセプト点検・分析推進事業にかかるレセプト専任指導

員（29 名）と登録指導員（35 名）を設置し、助成金を交付した。また、本部に

レセプト点検指導員（2 名）を設置し、健保組合におけるレセプト点検業務を推

進した。 

②レセプト点検支援および情報交換会の開催 

都道府県連合会に設置した専任指導員が、健保組合の疑義事項の相談・指導に

対応するとともに、本部で「疑義のある事例」、「再審査で容認された事例」等を

収集した。これらの疑義事例等をもとに、支払基金本部に対し改善の申し入れを

行い、併せて支払基金からの回答や点検事務に関する告示・通達等を本部・都道

府県連合会が主催する研修会の資料としてまとめ、適宜、専任・登録指導員に周

知・提供した。さらに、専任・登録指導員や健保組合からのレセプトに関する質

疑に対応するため、本部指導員による指導を行うとともに、都道府県連合会等が

主催する研修会の講師として派遣した。また、22 年 3 月に本部主催で専任・登

録指導員を対象とした情報交換会を開催、情報交換や事例研究を行った。 

③レセプト点検研修会事業 

レセプト点検事務・療養費支給事務担当者の育成および資質向上を図るため、

「レセプト点検事務研修会」を医科・歯科ともに初心者を対象とした基礎コース

と経験者を対象とした演習コースに分け東京、大阪で計 6 回、「療養費支給の適

正化に向けた事例研究会」を東京、大阪で計 3 回開催した。 

④レセプト分析事業 

保健師とレセプト点検担当者が連携を図り保健指導を行う際の「手引き」とし

て活用することを目的に、健診データとレセプトデータとの突合分析における具

体的手法を整理した報告書をとりまとめた。 

 

５ ． 医 療 提 供 体 制 の 改 革 に 向 け た 活 動 の 強 化  

平成 19 年 6 月に公表した「これからの医療提供体制と健保組合の役割（提

言）」にもとづいて、関係審議会等において意見を表明した。とくに、21 年 7

月 9 日に開催された社会保障審議会・医療部会で、提言の中心となっている「患

者を総合的な視点にたって診療する医師（総合診療医）」の必要性を訴えると

ともに、国がその養成や普及・定着に積極的に取り組むよう要請した。 

また、社会保障国民会議・サービス保障分科会が将来のあるべき医療・介護



 

 

提供体制と費用試算についてまとめた「医療・介護費用のシミュレーション」

（20 年 10 月）をベースに、「医療提供体制の機能分化と連携方策に関する調

査研究」を実施した。調査研究では、医療・介護提供体制の将来シナリオを設

定したうえで、費用のシミュレーションを行うとともに、機能分化と連携に向

けた具体的な方策を検討し、22 年 3 月に報告書をまとめた。  

 

６ ． 患 者 中 心 の 医 療 の 実 現  

（ １ ） け ん ぽ れ ん 病 院 情 報 「 ぽ す ぴ た る ！ 」 の 充 実 ・ 強 化  

平成 15 年のスタート以来 6 年を経過し、月平均のアクセス件数も 10 万件を

超えていたが、さらなる検索機能の改善、掲載情報の充実を図るため、22 年 3

月にリニューアルを実施。併せて、一般国民に医療費を理解してもらうための

コンテンツとしての「医療費の仕組み」コーナーの新設や利用者の必要度の高

い情報としてのジェネリック及び明細書発行の状況、クレジットカードの取扱

い、駐車場、地図情報－などの機能を追加した。 

今後は、各病院独自の「ぽすぴたる！情報」（3,618 病院で全病院 8,712 病院

の約 4 割が登録＝平成 22 年 5 月末日現在）の拡充のほか、リニューアル効果の

検証及び都道府県の医療機能情報提供事業との棲み分けを図っていくこととし

た。 

 

７ ． 交 付 金 交 付 事 業 の 実 施  

（ １ ） 交 付 金 交 付 事 業 の 見 直 し に つ い て  

①見直しの背景・経緯 

平成 20 年度からの高齢者医療制度による大幅な負担増や、景気後退を背景と

した急激な財政悪化により、解散を選択する健保組合が相次いでおり、健保組合

間のセーフティネット機能の強化が急務となった。交付金交付事業委員会として

は、高齢者医療制度の見直しの実現こそ健保組合の財政状況を改善し、加入者本

位の充実した事業展開を可能とするための根本的課題であることを前提としつ

つ、今現在、財政悪化により解散の危機にある健保組合の経営を支えることを優

先課題とし、交付金交付事業の強化による財政支援のあり方について、21 年 4

月以降 9 回にわたって検討した。  

当該交付金交付事業の強化を検討するにあたっては、「法令・事業沿革等から

みる交付金交付事業」、「健保組合の解散問題について」、「健保組合の自主自立と

阻害要因」、「交付金交付事業における取り組みと財政負担軽減効果」の 4 つの視

点から、課題を整理・検討した。 

  これをもとにさらに審議を進め、事業見直しにあたって、現時点では高齢者医

療制度の見直し動向等の流動的な要因が多い状況を踏まえ、平成２２年度以降の

事業見直しの方向性の視点として、「22 年度事業の見直し内容（骨格）」と、「23

年度以降の事業見直しの方向性」を 12 月にとりまとめた。（21 年 12 月理事会決

定、22 年 2 月総会報告） 



 

 

②「平成 22 年度事業の見直し内容（骨格）」概要 

〈財政窮迫組合交付金事業分〉 

○財政窮迫組合に対する交付金について 

  国の給付費等臨時補助金との役割分担を行っている関係から、現時点では、

健保連独自に同交付金の見直しは行わず、現行の交付基準の考え方を基本と

し、引き続き健保組合への財政支援を実施する。協会けんぽの保険料率が引

き上げられ、給付費等臨時補助金の助成基準が見直された場合には、役割分

担の趣旨に沿って交付基準を見直さざるを得ない。 

○高齢者納付金等負担軽減交付金について 

現行の交付基準の考え方を基本とし、引き続き高齢者納付金等の負担が

過重な健保組合への財政支援を実施する。協会けんぽの保険料率が引き上

げられた場合には、保険料率基準の上限を見直すが、22 年度に限り経過措

置をとる。 

○緊急支援交付金について 

22 年度も引き続き実施することとし、交付対象組合の拡大の観点から、

資産基準を一部緩和する。協会けんぽの保険料率が引き上げられた場合に

は、保険料率基準の上限を見直すが、22 年度に限り経過措置をとる。 

○事業財源について  

財政窮迫組合交付金事業分の基本調整保険料率（千分の 0.2）の引き上げ

は行わず、積立金の取り崩しによって単年度の収支不足に対応し、事実上の

事業規模の拡大を図る。 

〈高額医療交付金事業分〉 

○事業財源について 

高額医療交付金事業分の基本調整保険料率（千分の 1.0）の引き上げは行

わず、単年度収入規模以内の交付とする。   

○一般疾病 100 万円（特定疾病 40 万円）～200 万円部分の交付対象範囲を「20

分の 11」から「2 分の 1」に戻す。 

○単年度収支をバランスさせるため、一定の交付率を設定して交付する。 

○交付率の特例として、400 万円以上の高額医療費については 100％交付とす

る。 

③「平成 23 年度以降の事業見直しの方向性」概要 

〈交付金交付事業の枠組みの見直し〉 

現在の「高額医療交付金事業」、「財政窮迫組合交付金事業」の名称をそれぞ

れ、「高額医療費軽減交付金事業（仮称）」、「財政支援交付金事業（仮称）」に

改める。また、「財政支援交付金事業」を「財政基盤強化交付金（仮称）」（現

行の財政窮迫組合に対する交付金）と「高齢者納付金等負担軽減交付金（仮称）」

（現行の高齢者納付金等負担軽減交付金、緊急支援交付金）の 2 つの事業に再

構築する。 

〈財政支援交付金事業〉 



 

 

○交付基準等について見直す。保険料率基準の水準等、交付対象の適正なあり

方について、具体案を 22 年度に提示する。 

○大幅な収支不足により積立金が枯渇する見込みであり、同規模の事業を確保

することには限界が来ていること等から、基本調整保険料率（千分の 1.2）

のうち、本事業分（千分の 0.2）の引き上げを提案せざるを得ない。また、

基本調整保険料率の引き上げ幅については、事業の中期的な財政運営のバラ

ンス等を考慮しながら、22 年度に具体案を提示する。 

○国の補助金との役割分担等の推進等を図る。 

〈高額医療費軽減交付金事業〉 

事業の中期的な財政運営の安定を図ることを前提に、健保組合の高額医療

費に関する負担と交付水準のバランスについて引き続き検討を深め、22 年度

に具体案を提示する。その際、必要により基本調整保険料率の引き上げも検

討する。 

〈健保組合からの意見の聴取〉 

   事業の見直しについては、全国説明会の開催やイントラネット等を通じて十

分に説明し、意見・要望を収集・把握し、今後の検討に反映させていく。 

（ ２ ） 健 保 組 合 の 財 政 悪 化 に 対 す る 主 な 対 応  

制度改正による健保組合の大幅な負担増を緩和し、解散を抑止すべく、平成

20 年度に引き続き緊急支援交付金を実施した。また各交付金において、資産

基準の算定から、○「不動産」「支払基金委託金」「出資金」、○前年度の各交

付金及び給付費等臨時補助金を返還した場合の返還額相当額―を控除する等

の資産基準の実質的緩和を図った。  

また、財政窮迫組合に対する交付金について、給付費等臨時補助金の見直し

に合わせて交付割合を見直し、高齢者納付金等負担軽減交付金および緊急支援

交付金の保険料率基準について、急激な財政悪化に伴い全組合の予算上の平均

保険料率が上昇し、財窮交付金の基準（82‰）を上回る可能性があるため、当

該 82‰を保険料率基準の上限とした。 

この他、21 年度給付費等臨時補助金が予算不足のため減額されたことから、

解散抑止等を目的に、当該減額による組合への財政影響を緩和すべく、減額分

の一部を対象に、21 年度に限り特別交付金を実施した。  

（ ３ ） 高 額 医 療 給 付 に 関 す る 交 付 金 の 交 付 に つ い て  

交付率を 100％とし、申請があった 1,469 組合、29 万 1,057 件に対し、1,052

億 5,215 万 1,700 円を交付した。 

（ ４ ） 財 政 窮 迫 組 合 に 対 す る 交 付 金 の 交 付 に つ い て  

申請があった 13 組合に対し、48 億 2,294 万 5 千円を交付した。 

（ ５ ） 高 齢 者 納 付 金 等 負 担 軽 減 交 付 金 の 交 付 に つ い て  

申請があった 61 組合に対し、220 億 3,401 万 7 千円を交付した。 

（ ６ ） 緊 急 支 援 交 付 金 の 交 付 に つ い て  

申請があった 16 組合に対し、45 億 3,106 万 4 千円を交付した。 



 

 

 （ ７ ） 平 成 21 年 度 特 別 交 付 金 の 交 付 に つ い て  

   申請があった 11 組合に対し、5 億 0,249 万 7 千円を交付した 

（ ８ ） 平 成 20 年 度 交 付 金 の 決 算 （ 実 績 報 告 ） に 基 づ く 精 算 に つ い て  

財政窮迫組合に対する交付金については、2 組合から 6,46 万 7 千円の返還、

4 組合に対し 4,848 万 8 千円の追加交付となり、実績報告に基づく平成 20 年

度の確定交付額は、6 組合、13 億 8,692 万 5 千円となった。 

高齢者納付金等負担軽減交付金については、13 組合から 684 万 8 千円の返

還、15 組合に対し 2,701 万 7 千円の追加交付となり、実績報告に基づく平成

20 年度の確定交付額は、7 組合、7 億 2,182 万 5 千円となった。 

緊急支援交付金については、7 組合から 7 億 2,182 万 5 千円の返還、8 組合

に対し 4,522 万 9 千円の追加交付となり、実績報告に基づく平成 20 年度の確

定交付額は、17 組合、49 億 9,388 万 5 千円となった。 

 （ ９ ） 高 額 医 療 交 付 金 の オ ン ラ イ ン 化 に つ い て  

23 年度のレセプトオンライン化に伴い、これまで紙で受け付けていた高額

医療交付金の申請について、電子データを基本とする申請・処理の仕組みとし、

必要なネットワークやシステム構築・開発を進めることを決定した。これに基

づき、組合側の申請処理機能をレセプト情報管理システムの追加機能として開

発し、併せて、健保連側の業務処理（申請・受付・審査）システムの委託開発

を進めた。 

 

８ ． 広 報 活 動 の 実 施  

21 年度予算は、高齢者医療制度を中心とする制度問題に加え、長引く経済

の低迷が拍車をかけ健保組合財政はさらに深刻化し、経常収支が 2 年連続の

6,000 億円を超える 6,152 億円の赤字となり、過去最悪を更新することとなっ

た。さらに 9 月の衆院選挙において、民主党への政権交代という激変が起こり、

このような状況から、「65 歳以上を対象とする高齢者医療制度の構築と公費の

重点投入」の実現に向けた広報展開を行った。 

さらに、12 月以降は、次年度政府予算編成にむけて政府が唐突に提出した、

協会けんぽの財政難に対応するための国庫負担の「肩代わり」に厳しく対峙す

る反対・要請活動と連携した広報展開を行った。 

具体的には以下の対外広報を実施した。 

第一に、健保組合全国大会を中心に、2 回の意見広告により政・財・官界、

関係者ならびに一般国民への理解浸透を図った。2 年連続の巨額赤字を計上し

た健保組合の窮状を訴える意見広告「高齢者の医療を現役世代は、支えたい」

（日本経済新聞、1 頁全面広告）を、11 月 19 日の全国大会当日に、また、大

会前の 16 日には、健保組合存続の必要性を訴える意見広告「未来に感謝され

る改革を『今』」（朝日・読売・毎日・産経・東京、1 頁全面広告）を出稿した。 

第二に、「肩代わり」については、早期に対応することとし、12 月 17 日に

「一千四百億円もの国庫負担の肩代わり！財政赤字六千百五十億円の健保組



 

 

合は耐えられない」（日経・朝日・読売・毎日・産経・東京、1 頁全面広告）

を出稿した。 

第三に、本会の提供するテレビ CM「おはよう！けんぽれん」（60 秒 CM、「ウ

ェークアップ！ぷらす」、日本テレビ系列 24 局ネットを中心に 32 局で放送）

を通じて、医療・医療保険制度や健康・医療に関する情報を国民の目線で分か

りやすく解説、広報した。特に 11 月の全国大会を中心に健保組合の財政状況、

組合方式の推進をテーマとする CM を放送した。 

さらに、記者会見を 9 回、論説委員との懇談会を 4 回開催するなど、本会主

張の理解促進と制度改革への世論形成にも積極的に対応した。 

以上に加え、「健康保険」「健保ニュース」「すこやか健保」の 3 誌・紙によ

る広報事業を展開するとともに、広報事業全般にわたり、事業の効率化の観点

からの見直し行った。 

 

９ ． 調 査 研 究 事 業 お よ び 基 本 統 計 調 査 の 実 施  

（ １ ） 調 査 研 究 事 業 の 実 施  

21 年度は、▽医療制度の現状分析や問題点把握のための基礎的な調査研究、

▽中長期的な視点に立つ政策提言に向けた調査研究、▽短期的・緊急的な課

題・問題点に対応するために必要な調査研究－を基本方針とし、①保険者のあ

り方、健保組合論、②機能強化と効率的な医療提供体制のあり方、③高齢者医

療制度の見直し、④新たな医療財源の確保－の 4 つをテーマに以下の 5 事業を

策定、実施した。報告書は 22 年 5 月までに取りまとめ、医療保障総合政策調

査会に報告した。 

１）健康保険組合論の構築―医療政策と健保組合の役割（20-21 年度事業） 

２）医療政策と医療保険者に関するアンケート調査（※上記 1）の追加事業） 

３）高齢者医療制度の見直しに向けた財政負担構造の分析 

４）医療提供体制の機能分化と連携方策に関する調査研究 

５）医療財源への消費税等の投入に関する理論構築 

１）は、一元化論への対抗論として、20～21 年度の 2 年度にわたり組合方

式を推進するための理論構築を行ったものである。21 年度は、保険者論を中

心に議論を行い、自律性と共益性、中間団体、保険者機能等の観点から健保組

合の法的位置付け及び役割を整理するとともに、保険者機能の強化に向けた具

体的な方向性について検討を行った。 

２）は、上記１）の「健康保険組合論」の理論構築に際して、実態に即した

健保組合の役割、機能のあり方を検討するため、健康保険制度や保険者機能を

テーマに①被保険者、②事業主、③健保組合―を対象としたアンケート調査を

実施した。健保組合向け調査「保険者機能の現状と強化に関するアンケート調

査」については、1024 組合から回答（回答率 70.4％）を得、結果概要ついて

22 年 3 月 5 日に本会イントラネットで公開した。 

３）は、後期高齢者医療制度の創設によって、納付金等拠出金及び公費の財



 

 

源負担構造にどのような変化が生じたのかを調査するとともに、本会提言（17

年度）による負担方式に基づく試算（粗い試算）を行い、公費規模とともに組

合間の負担構造がどのように変化するのか分析を行った。 

４）は、医療提供体制の機能強化・連携方策について、社会保障国民会議に

よるシミュレーションの検証を行うとともに、病院再編・統合の実際的事例を

調査し、機能強化・連携方策の具体像や課題・問題点を整理した。 

５）は、医療財源に対する、消費税を中心とした公費投入の考え方について、

専門家による研究論文の委託を行い、一圓光彌・関西大学教授「医療保険の財

政政策と健保組合」、林 宏昭・関西大学教授「医療と公的負担－尐子高齢化

社会に対応した財源政策」の 2 名の共同執筆による論文集として取りまとめた。 

（ ２ ） 健 保 組 合 に 関 す る 基 本 統 計 調 査 の 実 施  

健保組合の予算、決算、月報等の統計調査を実施した。集計にあたっては、

組合業務の効率化を支援するために予算・決算概要表等作成ツール等を作成し、

イントラネットで健保組合に提供した。予算、決算、月報の集計結果は、イン

トラネットの「数値情報」に掲載するとともに、「決算概況報告（19 年度版）」

「健保組合の現勢（20 年 3 月末）」「事業年報（19 年度）」として刊行した。ま

た、21 年度予算については早期集計を行い 4 月 10 日に、20 年度決算について

は見込みを集計し 9 月 11 日に公表した。 

このほか、健保組合の予算編成や財政見通しの策定に活用してもらうため、

「平成 22 年度納付金等自動算出ツール」を作成し、1 月にイントラネットを

通じて提供した。 

（ ３ ） そ の 他 の 調 査 研 究 関 連 事 業  

社会保障全般の現状と課題について「社会保障年鑑」を編集、刊行したほか、

諸外国における医療保障及び医療制度、医療政策の動向を把握するため、「健

保連海外医療保障」（季刊年 4 回）を編集、刊行した。 

 

10． 組 織 強 化 の 推 進 と 効 率 的 な 事 業 運 営  

（ １ ） 地 区 別 担 当 部 長 制 の 推 進  

日本の医療保険制度の中核を担う健保組合を維持・発展させていくためには、

健保連本・支部はもちろん、会員組合との連携強化はますます重要となってき

た。平成 20 年度に導入した健保連部長職による地区別担当制を推進し、会員

組合と健保連本・支部とのコミュニケーションの充実を図るとともにさらなる

連携強化に努めた。 

（ ２ ） 諸 会 議 の 開 催  

都道府県連合会事務局長等会議を 2 回開催したほか、4 地域において地域懇

談会を開催し、本・支部間及び会員組合との情報連絡の強化、連携を図った。

また、肩代わり問題については、理事会と都道府県連合会会長会議の合同会議

を開き、健保連の方針・対応を協議し、意思統一を図った。 

 



 

 

（ ３ ） ホ テ ル は あ と い ん 乃 木 坂 （ 健 保 会 館 ） 閉 館 の 決 定  

健保会館本館については、老朽化と耐震性能の脆弱性により安全確保が困難

な状況にあることからそのあり方を検討し、平成 21 年 7 月の総会において、

会員へのサービス提供として健保連が営業する意義が薄れつつあることも踏

まえ、1 年乃至 1 年半後を目途に営業を終了し、閉館することが決定された。

その終了時期の決定については理事会に委任され、21 年 11 月の理事会におい

て、平成 22 年 12 月 28 日をもって営業を終了することが決定された。 

（ ４ ） 大 阪 中 央 病 院 「 新 3 ヵ 年 計 画 （ 平 成 22 年 度 ～ 24 年 度 ）」 の 策 定  

「病院運営問題検討会」により平成 18 年 9 月に策定された 19 年度からの「3

ヵ年計画」が平成 21 年度をもって終了することから、平成 22 年度からの病院

の新たな運営方針となる「新 3 ヵ年計画」を病院経営会議において策定し、平

成 22 年 2 月の予算総会において了承された。 


